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告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
十
号 

 
自
衛
隊
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
七
十
九
号
）
第
百
十
四
条
、
第
百
十
七
条
第
一

項
及
び
第
百
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
、
自
衛
官
の
募
集
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
一
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

試
験
種
目 

 
 

第
八
回
自
衛
官
候
補
生
試
験 

二 

応
募
資
格 

 

イ 

採
用
予
定
月
の
一
日
現
在
に
お
い
て
年
齢
十
八
歳
以
上
三
十
三
歳
未
満
の
日
本
国
籍
を
有

 
 

す
る
者
。
た
だ
し
、
三
十
二
歳
の
者
に
あ
っ
て
は
、
採
用
予
定
月
の
末
日
現
在
三
十
三
歳
に

 
 

達
し
て
い
な
い
者
に
限
る
。 

 

ロ 

自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
三
十
八
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る 

 
 

者
に
該
当
し
な
い
も
の 

三 

応
募
者
の
受
付 

 

イ 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
場
合 

 
 

 

自
衛
官
募
集
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（h

t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
m
o
d
.
g
o
.
j
p
/
g
s
d
f
/
j
i
e
i
k
a
n
b
o
s
y
u
/

）
に

お
い
て
受
け
付
け
る
。 

 

ロ 

郵
送
又
は
持
参
に
よ
る
場
合 

 
 

 

各
市
役
所
、
各
町
村
役
場
並
び
に
自
衛
隊
埼
玉
地
方
協
力
本
部
及
び
各
地
域
事
務
所
に
お

 
 

い
て
受
け
付
け
る
。 

四 

募
集
期
間 

 
 

令
和
八
年
二
月
三
日
（
火
）
か
ら
令
和
八
年
二
月
十
九
日
（
木
）
ま
で 

五 

試
験
科
目 

 

イ 

筆
記
試
験
（
国
語
、
数
学
、
地
理
歴
史
、
公
民
及
び
作
文
） 

 

ロ 

口
述
試
験 

 

ハ 

適
性
検
査 

 

ニ 

身
体
検
査 

 

ホ 

経
歴
評
定 

六 

試
験
期
日 

 

イ 

筆
記
試
験
及
び
適
性
検
査
（
Ｗ
ｅ
ｂ
試
験
方
式
） 

 
 

 

令
和
八
年
二
月
二
十
七
日
（
金
）
か
ら
同
月
二
十
八
日
（
土
）
ま
で
の
間
の
一
日
を
指
定 

 

ロ 

口
述
試
験
及
び
身
体
検
査 

 
 

 

令
和
八
年
三
月
一
日
（
日
） 



七 

試
験
場
の
位
置
及
び
名
称
（
口
述
試
験
及
び
身
体
検
査
） 

 

イ 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
北
区
日
進
町
一―

四
〇―

七 

 
 

 

陸
上
自
衛
隊
大
宮
駐
屯
地 

ロ 
東
京
都
練
馬
区
大
泉
学
園
町 

 
 

 

陸
上
自
衛
隊
朝
霞
駐
屯
地 

八 

採
用
予
定
時
期 

 
 

令
和
八
年
三
月
下
旬
か
ら
同
年
四
月
上
旬
の
う
ち
指
定
す
る
日 

九 

自
衛
隊
埼
玉
地
方
協
力
本
部
及
び
各
地
域
事
務
所
の
位
置
及
び
名
称 

 

イ 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
常
盤
四
丁
目
十
一
番
十
五
号
浦
和
地
方
合
同
庁
舎
三
階 

 
 

 

自
衛
隊
埼
玉
地
方
協
力
本
部 

 
 

 

（
電
話
〇
四
八―

八
三
一―

六
〇
四
三
） 

 
 

 

（
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジh

t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
m
o
d
.
g
o
.
j
p
/
p
c
o
/
s
a
i
t
a
m
a
/

） 

 
 

 

（
電
子
メ
ー
ル

h
q
1
-
s
a
i
t
a
m
a
@
p
c
o
.
m
o
d
.
g
o
.
j
p

） 

 

ロ 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
大
宮
区
桜
木
町
二
丁
目
三
百
七
十
六
番
地
Ｍ
Ｓ―

１
ビ
ル
二
階 

 
 

 

自
衛
隊
埼
玉
地
方
協
力
本
部
さ
い
た
ま
地
域
事
務
所 

 
 

 

（
電
話
〇
四
八―

六
五
一―

二
四
二
〇
） 

 

ハ 

埼
玉
県
所
沢
市
西
所
沢
一
丁
目
九
番
十
九
号
鹿
島
屋
ビ
ル
三
階 

 
 

 

自
衛
隊
埼
玉
地
方
協
力
本
部
入
間
地
域
事
務
所 

 
 

 

（
電
話
〇
四―

二
九
二
三―

四
六
九
一
） 

 

ニ 

東
京
都
練
馬
区
大
泉
学
園
町
陸
上
自
衛
隊
朝
霞
駐
屯
地
内 

 
 

 

自
衛
隊
埼
玉
地
方
協
力
本
部
朝
霞
地
域
事
務
所 

 
 

 

（
電
話
〇
四
八―

四
六
六―

四
四
三
五
） 

 

ホ 

埼
玉
県
熊
谷
市
筑
波
二
丁
目
九
十
八
番
地
駅
前
パ
ー
ル
ビ
ル
二
階 

 
 

 

自
衛
隊
埼
玉
地
方
協
力
本
部
熊
谷
地
域
事
務
所 

 
 

 

（
電
話
〇
四
八―

五
二
二―

四
八
五
五
） 

 

ヘ 

埼
玉
県
秩
父
市
大
野
原
四
百
九
十
一
番
地
一
関
東
森
林
管
理
局
埼
玉
森
林
管
理
事
務
所
内 

 
 

 

自
衛
隊
埼
玉
地
方
協
力
本
部
秩
父
地
域
事
務
所 

 
 

 

（
電
話
〇
四
九
四―

二
二―

六
一
五
七
） 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
十
一
号 

 
土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特

定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い
う
。
）
を
次
の
と
お

り
指
定
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
一
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域 

 
 

別
図
の
と
お
り
（
埼
玉
県
八
潮
市
大
字
木
曽
根
字
上
六
百
八
十
七
番
三
の
一
部
） 

二 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項 

 

の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類 

 
 

鉛
及
び
そ
の
化
合
物 

 



 

別図 



告 
 

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
十
二
号 

 
肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
十
二
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
肥
料
の
登
録
の
有
効
期
間
を
更
新
し
た
の
で
、
同
法
第
十
六
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
一
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

 

埼
玉
県
第

七
〇
七
号 

埼
玉
県
第

六
九
二
号 

登

録 

番

号 

乾
燥

菌
体

肥
料 

混
合

有
機

質
肥
料 

肥

料

の 

種

類 

マ
モ
ー

ル
Ｘ 

園
芸
有

機
入
り

４
６
号 

肥
料
の

名

称 
窒
素
全
量 

五
・
〇 

り
ん
酸
全
量 

三
・
〇 

含
有
を
許
さ
れ

る

有

害

成

分

の

最

大

量

及

び
そ
の
他
の
制

限
事
項
は
、
公

定
規
格
の
と
お

り 窒
素
全
量 

四
・
〇 

り
ん
酸
全
量 

六
・
〇 

保

証

成

分

量

（
％
）
そ
の
他

の

規

格 

令
和
十
年

八
月
一
日 

令
和
十
年 

 

七
月
二
十

一
日 

登

録

の 

有
効
期
限 

ワ
イ
ケ
ー
マ
ッ
ク
ス

株
式

会
社  

 

埼
玉
県
大
里
郡
寄
居

町
大
字
桜
沢
六
百
六

十
三
番
地
一 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

朝
日
ア
グ
リ
ア
株
式

会
社 

埼
玉
県
児
玉
郡
神
川

町
渡
瀬
二
百
二
十
二

番
地 

生

産

業

者

の

氏

名 

又
は
名
称
及
び
住
所 



 

埼
玉
県
第 

六
二
二
号 

埼
玉
県
第

六
六
〇
号 

埼
玉
県
第

五
八
九
号 

肉
か
す
粉

末 乾
燥

菌
体

肥
料 

乾
燥

菌
体

肥
料 

 
１
０
・

０
肉
か

す 東
水
１

号 乾
燥
菌

体
肥
料

５
２
号 

窒
素
全
量 

十
・
〇 

含
有
を
許
さ
れ

る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ

の
他
の
制
限
事

項
は
、
公
定
規

格
の
と
お
り 

窒
素
全
量 

五
・
五 

り
ん
酸
全
量 

一
・
〇 

含
有
を
許
さ
れ

る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ

の
他
の
制
限
事

項
は
、
公
定
規

格
の
と
お
り 

窒
素
全
量 

五
・
〇 

り
ん
酸
全
量 

二
・
〇 

含
有
を
許
さ
れ

る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ

の
他
の
制
限
事

項
は
、
公
定
規

格
の
と
お
り 

令
和
十
三

年
十
一
月

五
日 

令
和
十
年

十
二
月
十

五
日 

令
和
十
年

十
月
五
日 

大
東
肥
料
株
式
会
社 

東
京
都
江
東
区
亀
戸

六
丁
目
四
十
九
番
十

二
号 

東
洋
水
産
株
式
会
社 

東
京
都
港
区
港
南
二

丁
目
十
三
番
四
十
号 

朝
日
ア
グ
リ
ア
株
式
会
社 

埼
玉
県
児
玉
郡
神
川

町
渡
瀬
二
百
二
十
二

番
地 



 

告 
 

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
十
三
号 

肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
十
三
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
法
第
十
六
条
第
一
項
第
六
号
の
事
項
に
係
る
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の

で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。 

令
和
八
年
一
月
二
十
七
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

 

 

埼

玉

県

第

六
六
七
号 

埼

玉

県

第

六
三
三
号 

埼

玉

県

第

五
八
六
号 

埼

玉

県

第

五
二
一
号 

埼

玉

県

第

四
九
九
号 

埼

玉

県

第

四
八
八
号 

埼

玉

県

第

四
六
七
号 

埼

玉

県

第

三
五
四
号 

登

録

番

号 

乾
燥
菌
体
肥

料 消
石
灰 

消
石
灰 

消
石
灰 

生
石
灰 

消
石
灰 

炭
酸
カ
ル
シ

ウ
ム
肥
料 

消
石
灰 

肥
料
の
種
類 

株
式
会
社
明
治 

代
表
者
の
変
更 

秩
父
石
灰
工
業

株
式
会
社 

代
表
者
の
変
更 

変

更

事

項 

変
更
後 

変
更
前 

変
更
後 

変
更
前 

変 
 

更 
 

内 
 

容 

八
尾 

文
二
郎 

松
田 

克
也 

坂
東 

正
隆 

坂
東 

秀
隆 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
十
四
号 

都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画

事
業
を
認
可
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
一
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

施
行
者
の
名
称 

 
 

春
日
部
市 

二 

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

春
日
部
都
市
計
画
道
路
事
業
三
・
四
・
三
十
一
号
春
日
部
駅
東
西
連
絡
道
路 

三 

事
業
施
行
期
間 

 
 

令
和
八
年
一
月
二
十
七
日
か
ら
令
和
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

事
業
地 

 

イ 

収
用
の
部
分 

 
 

 

埼
玉
県
春
日
部
市
粕
壁
東
一
丁
目
、
南
一
丁
目
地
内 

 

ロ 

使
用
の
部
分 

 
 

 

埼
玉
県
春
日
部
市
粕
壁
東
一
丁
目
、
粕
壁
一
丁
目
、
南
一
丁
目
地
内 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
十
五
号 

 
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

令
和
八
年
一
月
二
十
七
日 

埼
玉
県
知
事 

大

野

元

裕 

 
 



１ 購入等件名及び数量 

  県立高等学校入学者選抜システム構築及び運用保守業務委託 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県教育局県立学校部高校教育指導課入学者選抜・教員研修担当 埼玉県さ

いたま市浦和区高砂３丁目15番１号 

３ 落札者を決定した日 

  令和７年11月18日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  株式会社教育ソフトウェア 東京都八王子市横山町10番２号八王子ＳＩＡビル 

５ 落札金額 

  112,497,000円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

  令和７年９月30日 



告

示 

埼
玉
県
本
庄
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
一
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
八
年
一
月
二
十
七
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
本
庄
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
一
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
本
庄
県
土
整
備
事
務
所
長 

酒 

井 

敦 

司 
 

 
 

一 

道

路

の

種

類 
 

県
道 

 

二 

路

線

名 

広
木
折
原
線 

三 

道

路

の

区

域 



 
新 旧 

旧 

新 
別 

児
玉
郡
美
里
町
大
字
円
良
田
字
笹
平
一

四
一
五
番
一
地
先
か
ら
同
郡
同
町
大
字

円
良
田
字
笹
平
一
四
一
一
番
一
地
先
ま

で 

区 
 

 
 

間 

一
四
・
六
九 

～ 

二
八
・
四
五 

 

九
・
九
四 

 

～ 

一
四
・
六
〇 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

一
四
一
・
一
〇 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

道
路
改
築
工
事
に
よ
る
。 

備 

 

 

考 



告

示 

埼
玉
県
熊
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
二
号 

 
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
八
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

認
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。 

令
和
八
年
一
月
二
十
七
日 埼

玉
県
熊
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

高 

頭 

秀 

和 



  

第
一
号 

認
定
番
号 

令
和
八
年
一
月
二
十
七
日 

認

定

年

月

日 

埼
玉
県
大
里
郡
寄
居
町
大
字
三
ケ
山
字
向
田
三
百

六
十
八
番
一
外
百
六
十
八
筆 

対

象

区

域 

埼
玉
県
熊
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
内 

公
告
に
係
る
対
象
区
域
等
を
縦
覧
に
供
す
る
場
所 



告

示 

埼
玉
県
選
管
告
示
第
八
号 

 
令
和
八
年
二
月
八
日
執
行
の
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
に
お
け
る
選
挙
長
及
び
選
挙
長

に
事
故
が
あ
り
、
又
は
欠
け
た
場
合
そ
の
職
務
を
代
理
す
べ
き
者
を
次
の
と
お
り
選
任
し
た
。 

 
 

令
和
八
年
一
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

長 

峰 

宏 

芳 
 

 
 

  

 

第
十
四
区 

第
十
五
区 

第
十
六
区 

第
十
一
区 

第
十
二
区 

第
十
三
区 

第

七

区 

第

八

区 

第

九

区 

第

十

区 

第

四

区 

第

五

区 

第

六

区 

第

一

区 

第

二

区 

第

三

区 

選
挙
区
名 

 

選
挙
長
の
職
務
を 

 

代

理

す

べ

き

者 

 

選

挙

長 

 

選
挙
長
の
職
務
を 

 

代

理

す

べ

き

者 

 

選

挙

長 

 

選
挙
長
の
職
務
を 

 

代

理

す

べ

き

者 

 

選

挙

長 

 

選
挙
長
の
職
務
を 

 

代

理

す

べ

き

者 

 

選

挙

長 

 

選
挙
長
の
職
務
を 

 

代

理

す

べ

き

者 

 

選

挙

長 
 

職 
 

務 

 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区 

 

埼
玉
県
川
越
市 

 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区 

 

埼
玉
県
所
沢
市 

 

埼
玉
県
三
郷
市 

 

埼
玉
県
川
口
市 

 

埼
玉
県
桶
川
市 

 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
見
沼
区 

 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
緑
区 

 

埼
玉
県
鶴
ヶ
島
市 

住 
 

 
 

所 

片 

岡 

浩 

一 

秋 

田 

大 

輔 

岡 

野 

裕 

之 

西 

山 

淳 

次 

石 

島 
哲 
也 

菅 
 

 

克 

己 

廿 

樂 
 

 

章 

尾 

前 

健 

三 

松 

本 

德 

子 

長 

峰 

宏 

芳 

氏 
 

名 



告

示 

埼
玉
県
選
管
告
示
第
九
号 

 
令
和
八
年
二
月
八
日
執
行
の
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙
に
お
け
る
選
挙
分
会
長
及
び
選

挙
分
会
長
に
事
故
が
あ
り
、
又
は
欠
け
た
場
合
そ
の
職
務
を
代
理
す
べ
き
者
を
次
の
と
お
り
選
任

し
た
。 

 
 

令
和
八
年
一
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

長 

峰 

宏 

芳 
 

 
 

  

 

選
挙
分
会
長
の
職
務 

を

代

理

す

べ

き

者 

選

挙

分

会

長 

職 
 

務 

 

埼
玉
県
川
口
市 

 

埼
玉
県
鶴
ヶ
島
市 

住 
 

 
 

 
 

所 

菅 
 

 

克 

己 

長 

峰 

宏 

芳 

氏 
 

名 



告

示 

埼
玉
県
選
管
告
示
第
十
号 

 
令
和
八
年
二
月
八
日
執
行
の
最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
に
お
け
る
審
査
分
会
長
及
び
審
査

分
会
長
に
事
故
が
あ
り
、
又
は
欠
け
た
場
合
そ
の
職
務
を
代
理
す
べ
き
者
を
次
の
と
お
り
選
任
し

た
。 

 
 

令
和
八
年
一
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

長 

峰 

宏 

芳 
 

 
 

  

 

審
査
分
会
長
の
職
務 

を

代

理

す

べ

き

者 

審

査

分

会

長 

職 
 

務 

 

埼
玉
県
所
沢
市 

 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
見
沼
区 

住 
 

 
 

 
 

所 

西 

山 

淳 

次 

尾 

前 

健 

三 

氏 
 

名 



告

示 

埼
玉
県
選
管
告
示
第
十
一
号 

 
令
和
八
年
二
月
八
日
執
行
の
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
に
つ
き
発
行
す
る
選
挙
公
報
の

掲
載
の
順
序
を
定
め
る
く
じ
の
日
時
及
び
場
所
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 
 

令
和
八
年
一
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

長 

峰 

宏 

芳 
 

 
 

一 

日
時 

令
和
八
年
一
月
二
十
七
日 

午
後
七
時
二
十
分 

二 

場
所 

埼
玉
県
庁
本
庁
舎
庁
議
室 

 



告

示 

埼
玉
県
選
管
告
示
第
十
二
号 

 
令
和
八
年
二
月
八
日
執
行
の
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙
に
つ
き
発
行
す
る
選
挙
公
報
の

掲
載
の
順
序
を
定
め
る
く
じ
の
日
時
及
び
場
所
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 
 

令
和
八
年
一
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

長 

峰 

宏 

芳 
 

 
 

一 

日
時 

令
和
八
年
一
月
二
十
九
日 

午
前
十
時 

二 

場
所 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
室 

 



告

示 

埼
玉
県
選
管
告
示
第
十
三
号 

 
令
和
八
年
二
月
八
日
執
行
の
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙
に
お
け
る
衆
議
院
名
簿
届
出
政

党
等
の
名
称
等
の
掲
示
の
掲
載
順
序
を
定
め
る
く
じ
の
日
時
及
び
場
所
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 
 

令
和
八
年
一
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

長 

峰 

宏 

芳 
 

 
 

一 

日
時 

令
和
八
年
一
月
二
十
七
日 

午
後
七
時 

二 

場
所 

埼
玉
県
庁
本
庁
舎
庁
議
室 

 



告

示 

埼
玉
県
選
管
告
示
第
十
四
号 

 
 

令
和
八
年
二
月
八
日
執
行
の
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
に
お
け
る
各
候
補
者
届
出
政
党

の
政
見
放
送
の
日
時
を
定
め
る
く
じ
の
日
時
及
び
場
所
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 
 

令
和
八
年
一
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

長 

峰 

宏 

芳 
 

 
 

一 

日
時 

令
和
八
年
一
月
二
十
七
日 

午
後
七
時
四
十
五
分 

二 

場
所 

埼
玉
県
庁
本
庁
舎
庁
議
室 
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